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平成28年

（2016)

那智の扇祭り(那智の火祭）（那智勝浦町）

「那智の火祭」の呼び名で長年親しまれてきました
が、平成２７年に「那智の扇祭り」として国の重要無
形民俗文化財に指定されたことから、改めて本来の
「那智の扇祭り」と記載を変更しています。
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職業としての学問  
 

 社会科学の巨人の一人マックス・ウェーバーの著作です。岩波文庫に

昔から入っていて、私は今から 45 年ほど前に読みました。  
マックス・ウェーバーは、 20 世紀初のドイツの大学を覆っていた政

治的熱狂を批判し、学問と政策を区別すべきだと考え、教師は学生の

政治的指導者たるべきではなく、自己の主観的な評価や個人的な世界

観を学生に強いてはならないと説きます。とりわけ、教壇で自己の政

治的立場を学生に説くのは正しくないし、学生は単位を得るなど教師

に従わざるを得ない立場にあるのだから、卑怯だというのです。  
私は、全く賛成です。世の中には、学問は社会改革のための実践的

技術だと唱えて、学問の中味の客観性などどこへやら、政治的プロパ

ガンダを学問的なふりかけをかけて学生に説く人がいます。また、そ

ういう学者に限って、自分と政治的な考えの合う「同志」を周囲に集

め、自分たちの政治的意見に合う見解を学問の場で守り、伝えること

に熱心です。  
学者は、その政治的立場はいかなるものであれ、学問の人としての

矜持をもって、学問の客観性を守り、政治的立場の学生への押し付け

には抑制的に身を律してもらいたいと思います。  
以上のことは、大 学のみならず、広 く教育界に当ては まることだと

思います。公職選挙法が改正され、今までよりももっと若い世代が政

治に参加します。学校においては、子供たちに参政権の重要性など教

えなければならない事もあろうかと思いますが、教師の皆さんには、

自己の政治的意見の押し付けになっていないか、絶えざる自戒を望み

ます。  
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＊ 最近の県政の動きや県内の話題などをピックアップしてお届けします。 
 

●世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」登録範囲の拡大へ             
 
 平成１６年度に「紀伊山地の霊場と参詣

道」が世界遺産に登録され、はや１０年以上

が経過しました。 

今日まで、この世界遺産の意義をさらに広

めるために、シンポジウムをはじめ、趣向を

凝らした事業を展開してきました。その結

果、今では、国内外から注目を浴び、多くの

方々が訪れています。ほんとうにありがたい

ことです。 

しかし、登録時は、今ほど有名ではありませんでした。また、登録の申請時にきちんと

資料を用意できたのは、現在の世界遺産登録箇所だけであり、当時経路が不明な部分もあ

りました。 

そこで、語り部の方々を中心に郷土史家や教育界の人々が協力して埋もれた熊野古道を

再発見し、高野参詣道の再調査に取りかかりました。大辺路刈り開き隊の人々などは、木

が生い茂って通れなくなった熊野古道を刈り開き、土を入れて通れるようにしていきまし

た。県でも地元の人々と協力して再整備に取りかかりました。また、文化遺産課が中心に

なって、文化庁や日本イコモス国内委員会の西村幸夫委員長などの指導を仰ぎつつ、世界

遺産として追加すべき所は、まず国の史跡に指定してもらい、その上でユネスコに世界遺

産「紀伊山地の霊場と参詣道」のコンセプトを変えない範囲で軽微な変更を認めてもらお

うという作戦を立てて、一歩一歩これを進めてきました。 

昨年１１月まで、３度にわたる文化庁文化審議会を経てこれらの史跡指定が決定され、

その後、日本政府は、ユネスコに対して、上記世界遺産の追加登録を申請したのです。 

そして、ユネスコの諮問機関であるイコモスから承認勧告されたことを６月１１日に公

表されました。順調にいくと、７月１０日からトルコで開かれるユネスコ世界遺産委員会

で正式決定される予定です。 

今回追加になる予定の箇所は、下記のようにかなり広範に及んでいます。これまでご尽

力いただいた地元の方々をはじめ、多くの学識経験者などすべての皆さんに心から感謝い

たします。 

と同時に、正式な追加登録がなされることを見込んで、一気にプロモーションや案内板、

表示、資料などを整備すべく、すでに予算措置もしていましたので、これを一気にフルオ

ープンして参ります。 

皆さん、拡大された世界遺産、高野・熊野においで下さい。 
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○追加登録地点 
熊野参詣道 中辺路（追加を提案している面積 4ha、距離 11.4km） 
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熊野参詣道 大辺路（追加を提案している面積 3.3ha、距離 4.1km） 
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高野参詣道（追加を提案している面積 3.8ha、距離 24.6km） 
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○資産の状況 
 追加登録後 追加部分  

登録面積 506.4ha 11.1ha 増加 （2.2%増） 
参詣道延長 347.7km 40.1km 増加 （13.0%増） 

※県内における資産保有市町は、橋本市・上富田町・串本町を加え、１１市町に増加 
※「高野山町石道」は、「高野参詣道」に資産名称変更 

 

●高校生の県内就職を応援「応募前サマー企業ガイダンス２０１６」を開催！   
 
 県内の高等学校では、例年約９，０００名の生徒が卒業し、

約２，０００名が就職をしますが、そのうち約２５％の生徒

が県外の企業へ就職しています。 

一方、県内企業からは、例年多くの求人をいただいている

のですが、その全てが充足できていない状況です。また、高

校卒業後３年以内の離職率が約４割という状況もあります。 

こうした状況を受け、昨年から「高校生のみなさん和歌山

で働きましょう！！」と呼びかけを行っています。呼びかけに当たっては、本号の１０～

１１頁に掲載していますチラシを作成、昨年は１年生から３年生まで全ての高校生に配布

し、今年は全ての高校１年生に配布する予定です。 

チラシには、例えば、“心豊かな暮らし”として、通勤時間が東京や大阪あるいは全国

平均と比較して短いことや帰宅時間も約４０分から約９０分も早いこと、また、“余暇を

楽しむ暮らし”として、全国と比べてスポーツを楽しむ時間が長いことや身近に国指定重 
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要文化財なども多数あることなど、県内で就職した場合の暮らしやすさを “５つの視点”

で具体的な数値を用いて紹介しています。 

こうした状況を知ってもらい、就職の際の参考にしていただければと考えています。 

併せて、高校生の県内就職の促進や定着率の向上を図るため、新規高卒採用の求人受付

が開始される前に、就職希望の生徒や保護者、求人予定の県内企業が一堂に会する場を設

け、企業から直接、生徒や保護者に対して会社の概要や魅力を伝えていただく「応募前サ

マー企業ガイダンス」も実施しています。 

今年も、高校生の求人が公開される７月１日を目前に控えた６月１６日、和歌山ビッグ

ホエール・ビッグウエーブを会場に、高校３年生約２，１５０人と県内企業１０７社が参

加し「応募前サマー企業ガイダンス２０１６」を開催しました。 

生徒や保護者が、企業の採用担当者から直接説明を聞き自由に質問することで、就職に

対する不安を解消することができ、進路研究が深まります。 

また、企業のことをよく知って就職活動を迎えることで、ミスマッチによる離職を防ぐ

ことができ、企業側、生徒側の双方にメリットがあります。 

参加した生徒たちは、各ブースを訪ね、熱心に説明を聞いていました。 

 
●阪和道「御坊 IC～印南 IC」４車線化の事業許可を受けました          

 

本県の豊かな歴史・自然資源を活かし、観光や農林水産業の振興など地域経済を活性化

するためには、紀伊半島を一周する高速道路の整備が不可欠です。 

また、近い将来発生が予測される南海トラフの地震などの大規模災害の備えや救急医療

活動等の観点から、早期整備が必要です。 

こういった考えから、その早期実現に取り組んできましたが、昨年の国体開催までには、

すさみ町まで延伸することができました。 

 しかし、中でも「有田～南紀田辺」までの区間は、暫定２車

線区間として全国有数の交通量があり、夏場など慢性的な渋滞

が発生しています。また、対面通行のため、重大事故の発生も

深刻な問題となっています。 

 この状況を改善しようと、これまで関係機関に働きかけを続

けてきた結果、西日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ西日本）

から、平成２８年６月８日「御坊ＩＣ～印南ＩＣ」の４車線化

について国土交通大臣の事業許可を受けた旨の発表が行われま

した。 

 決定に至るまで、県選出の国会議員や県議会議員、市町村長

の皆さんにも大変助けていただきました。 

 今後は、平成２５年度から４車線化事業に着手している「有田ＩＣ～御坊ＩＣ」と同時

に供用されるよう関係者の皆さんと取り組みます。 

 さらに、「印南～南紀田辺間」も、早期に４車線化事業が実施されるよう関係機関に働

きかけていきます。 
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●第 14 回和歌山県障害者技能競技大会（アビリンピック和歌山２０１６）を開催 

 
本年４月１日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解

消法）」が施行されました。この法律では、国や県などの役所や会社やお店などの事業者

が、障害のある人に対して正当な理由なく障害を理由として差別することを禁止していま

す。このことにより、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指すものです。 

 県では、障害のある方が身近な地域で生活することができるよう、障害福祉サービスの

整備を進めるとともに、自立した生活を送れるよう就労移行や工賃向上など就労支援に取

り組んでいます。 
こうした中、６月２５日にポリテクセンター和歌山（和歌山職業能力開発促進センター）

において、第１４回和歌山県障害者技能競技大会（アビリンピック和歌山２０１６）を開

催しました。 
 この大会は、障害のある方々が日ごろ培った技能を競う

ことにより、技能労働者として社会に参加する自信と誇り

を持つことができるよう、その職業能力の向上を図るとと

もに、障害者雇用に対する社会の理解と認識を高め、雇用

の促進を図ることを目的としています。 
競技種目として、「身体・知的・精神障害者部門」では

ワード・プロセッサ、ビルクリーニングなど５種目、「知

的障害者部門」ではパソコンデータ入力種目があり、３９名の選手が日頃の成果を発揮し

ました。 
なお、喫茶サービス、ビルクリーニング、オフィスアシスタントの３種目で知事賞を受

賞された山下優香さん、林菜津希さん、西川陽規さんは、平成２８年１０月２８日（金）

～３０日（日）に山形県で開催される「第３６回全国障害者技能競技大会」へ和歌山県代

表として出場の予定です。 
 

●県内小学校等に県産農水産物（うめ）を提供しました             
 
 本県では、高品質で多様な農林水産物が生産され、特に

果樹は全国有数の産地となっています。 
 近年、子どもたちの中に、果物離れや魚離れなどが見受

けられますが、子どもの頃から食べたものは大人になって

も食べ続けてもらえるものと思います。   
そこで県では、地産地消の取組の一環として、平成２４年

度より県内全ての小学校・特別支援学校に、給食や家庭科

等の教材として使用する主要農水産物の提供を行っており、本年度は、うめ、もも、かき、

みかん、魚の５品目を提供することとしています。 
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今回、その第１弾として県内の国公私立小学校・特別支援学校（２５７校）で子供達が

うめジュースづくり体験等を行いました。子供達からは「早くジュースができないかなあ」、

「農家の人は大切にうめを育てていることが分かった」などの感想が寄せられました。 
また、下記学校にもご協力をいただき、農家が学校に出向き、うめの栽培方法やこだわ

り、苦労話等を子供たちに説明する出前授業も同時に行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●高校生による選挙事務体験！                        
 
 新聞やテレビなどで連日取り上げられているとおり、

公職選挙法が改正され、今夏の参議院議員通常選挙から

満１８歳での投票が可能となりました｡ 
 社会経験の少ない高校生なども対象となりますので、

選挙に対する興味や関心をもってもらおうと、県選挙管

理委員会では、市町村選挙管理委員会や県教育委員会と

連携し、選挙事務体験を企画しました。 
 ６月１７日、県庁において、県立和歌山商業高等学校、市

立和歌山高等学校、和歌山信愛高等学校の生徒１４名が参加

し、参議院議員通常選挙で和歌山選挙区の立候補者に交付す

る街頭演説用標旗や腕章といったいわゆる選挙の「七つ道

具」や啓発用物資の事前確認や仕分けのほか、立候補受付等

に関する学習を行いました。 
 生徒はそれぞれ分担して、慣れないながらにも候補者用の

道具の数量や表記内容を真剣な表情で確認していました。 
また、６月２５日と２６日の両日、ＪＲ和歌山駅前において県選挙管理委員会委員長や

職員と一緒に街頭啓発も行いました。 

今後の予定

品目 実施期間 実施内容

もも ７月上中旬 皮剥き体験等

かき １０月 皮剥き体験等

みかん １１月中旬 給食

魚 １０月～２月 給食

出前授業（うめ）実施校

実施日 実施校名

6月14日 那智勝浦町立太田小学校

岩出市立根来小学校

有田市立箕島小学校

田辺市立稲成小学校

6月17日 かつらぎ町立妙寺小学校

海南市立大野小学校

印南町立切目小学校

6月23日 紀の川市立名手小学校

7月6日 海南市立巽小学校

6月16日

6月20日
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●「地域猫対策ガイドブック」を作成                          
 
 県では、殺処分される不幸な猫や猫による生活環境被害の減少

を図るため、平成２８年度から「不幸な猫をなくすプロジェクト」

事業を立ち上げ、県の施策として地域猫対策を推進しています。 
地域猫対策を広く普及し、推進していくことにより、それぞれ

の立場で猫の問題について理解を深めていただき、今いる野良猫

と住民が共生できるコミュニティを構築していきたいと考えて

います。 
この地域猫対策を県民の皆様に知っていただき、猫の問題解決

の一手段として取り組んでいただけるよう「地域猫対策ガイドブ

ック」を作成しました。「地域猫対策とはどういうものか」、「ど

うして不妊去勢手術が必要なのか」、「どのように取り組むのか」など、わかりやすい内

容としています。 
 また、「不幸な猫をなくすプロジェクト」事業において、地域猫対策への支援事業を今

年度から実施しており、地域猫の不妊去勢手術費用の助成（手術券の交付）等の支援を行

います。 
 なお、「地域猫対策ガイドブック」や動物の愛護及び管理に関する条例改正周知改正リ

ーフレットについては、和歌山県ホームページの下記アドレスに掲載しています。 
 
※和歌山県動物愛護・管理情報 

URL：http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/index.html 
 
●第１５回わかやま環境賞表彰式を開催                     
 
 わかやま環境賞は、環境保全に関する実践活動が他の

模範となる団体又は個人を表彰し、その活動事例を広く

紹介することで、県民の環境保全に関する自主的な取組

を促進することを目的として平成１４年に創設しまし

た。そして表彰式は、環境月間である６月中に毎年開催

しています。 
１５回目となる今年は、６月２日、県庁正庁において

開催しました。 
「わかやま環境大賞」は、田辺湾周辺の生物調査や外来生物の駆除を通して生態系の保

護に貢献された県立田辺高等学校・中学校の生物部にお贈りしました。 
 「わかやま環境賞」は、可燃ごみの削減に長年取り組んでいる橋本市山内区、環境教育

に継続的に取り組んでいる橋本市立あやの台小学校、地域住民と協力して清掃や資源の回 



 - 8 - 

今月の和歌山県政トピックス                         

 
収を行っている田辺市立龍神中学校にお贈りしました。 
 さらに特別賞として、長年にわたり和歌山市の川永団地

やその周辺で清掃活動に取り組んでいる和歌山市の源井洋

之さんにお贈りしました。 
 受賞者を代表してのあいさつでは、県立田辺高等学校生

物部の部長である末本有希さんが「この受賞を励みにこれ

からも素晴らしい生物多様性を守るために調査と活動を続けていきたい」と感想を述べら

れました。 
 
●「保田龍門わかやま作品巡りガイドブック」を発行              
 
県を代表する芸術家、保田龍門が亡くなって５０年がたちま

した。 
保田龍門は、現在の紀の川市に生まれ、粉川中学校を卒業後、

東京美術学校西洋画科に入学します。在学中に二科展に入選す

るなど非凡な才能をお持ちでした。 
その後、日本美術院の研究所で彫刻の勉強を始め、以後日本

美術院展覧会を発表の場とされました。また３年あまり海外で

の創作活動を経験した後、帰国後は郷里の和歌山にアトリエを持ちました。 
数多くの作品を残されていますが、県庁の正面階段３階、４階部分にも大きなレリーフ

があり、見るものを圧倒する迫力で出迎えます。 
そういった作品の中から、「多くの方が普段何気なく触れている」

をテーマに、学校や公共機関・団体の施設に設置され、現存する代表

的なもの（美術館、個人所有のものを除く）２２点を選定し、鑑賞ス

ポット等をガイドブックにまとめました。 
ガイドブックは和歌山県教育委員会、和歌山県立近代美術館、紀の

川市教育委員会で配布しています。また、下記に記載の那賀振興局ホ

ームページからダウンロードできます。 
お休みの際は、パンフレットを片手に作品に触れてみてはいかがでしょうか。 
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/yasudaryumon/guidebook.html 

 

●京都橘大学と那智勝浦町が「大学のふるさと」調印              
 
 「大学のふるさと」とは、地域貢献活動に対する関心の高い大学が、県内で地域の方々

とともに交流をしながら地域資源再評価、観光広報、教育研究連携といった活動を行うも

のです。 

丹生都比売命 
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 今回、京都橘大学と那智勝浦町が新たに調印することとな

り、６月３日、知事室において細川涼一学長と寺本眞一町長

が、知事の立ち会いのもと協定書を交わしました。 
京都橘大学と那智勝浦町は、これまで「京都橘大学・熊野

再発見プロジェクト」を通じて活動を行っていましたが、こ

の協定を契機にさらに連携を強め、役場や観光協会、町内企

業などと様々な取組を行い、観光や地域振興などに貢献されることを期待しています。 
 

●株式会社インテリックスが本社工場を増設                  
 
 このたび、株式会社インテリックスが和歌山市の本社工場を増設することが決定いたし

ました。 
株式会社インテリックスは、「ジャストカーテン」ブランドでオーダーカーテンを均一

価格で製造販売するほか、有力カーテンメーカーの指定工場としてオーダーカーテンを受

注生産しています。昨年も増設を行い製造体制の強化を図っていましたが、取引先からの

更なる増産要請に応えるため、改めて増強する運びとなりました。 
増設される工場については、平成２９年１月操業開始予定となっています。このことに

より、正社員３０人と非正社員２０人をさらに雇用していただけることとなりました。 
また、この企業は平成２２年に近畿経済産業局の「２０１０ＫＡＮＳＡＩモノ作り元気

企業」に、平成２７年には経済産業省「がんばる中小企業・小規模事業者３００社」に選

定されています。 
このように、企業に元気があるのは頼もしい限りであり、県としても引き続き県内企業

の競争力強化を図り、県経済の好循環をめざします。 
 

●「京都和歌山県人会」総会が開催されました                 
 
 ６月１２日、第１２４次京都和歌山県人会総会・懇親会が

京都平安ホテルにおいて開催されました。 
 懇親会の冒頭、松尾忠昌会長が、出席の方々にお礼を述べ

られるとともに、「他府県の県人会も同様に、高齢化に伴い

実働員が不足するというのが共通の課題となっている。小さ

い動きだが、役員一同、力を合わせて、新しい時代にマッチ

した活動を模索しながら少しでも前に進み、次の世代にバト

ンタッチしていきたい。」と述べられました。 
 京都和歌山県人会の皆さんには、ふるさと納税等でご協力をいただいていることに感謝

申し上げます。 
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本号３頁に掲載の「高校生の県内就職を応援「応募前サマー企業ガイダンス 2016」を開

催！」で紹介したチラシです。 
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※県のホームページでもご覧いただけます。 

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060600/documents/H28koukouseitirasi.pdf 
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●ふるさと和歌山応援寄附(ふるさと納税)のお礼と御案内                   

 

 ふるさと和歌山応援寄附に

皆様のご理解とご賛同をいた

だき、誠にありがとうございま

す。 
取組を始めて今年で９年目

に入りましたが、今日まで延べ

約２，４００名、金額にして２

億１千万円を超える御寄附と

力強い応援メッセージを数多

くいただいております。重ね

て、厚くお礼申し上げます。 
昨年度皆さまからご好評を

いただきましたお礼の品につ

きましては、本年度もプレミア

和歌山の事業者からさらに協力いただけることとなり、特別に提供いただいた梅干しや菓

子類、飲料など、３８品の中から２品お選びいただけます。このお礼の品も､県内産業の振

興に大いに貢献しております。 
お礼の品の中には市場価格が５千円を超えるものもあり、例えば１万円の御寄附をいた

だいた場合、寄附額の１万円

を超える商品を選ぶことが

できます。加えて、所得税と

住民税とで合計８千円の寄

附金控除を受けることがで

きますので、大変お得にふる

さと和歌山を味わっていた

だくことができます。 
なお、お礼の品は、１万円以上の御寄附をいただいた方が対象で、また、年度内（４月

から翌年３月）におひとり様 1 回限りとなっています。 
皆様には、引き続きふるさと和歌山応援寄附により、和歌山県を応援くださいますよう

お願い申し上げますとともに、和歌山県が誇る優良産品(プレミア和歌山)を御堪能いただけ

れば、幸いです。 
本年度のふるさと和歌山応援寄附につきましては、「南紀ジオパークの推進」や「世界

遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』の保全や活用」、「がん対策」など１０の分野からお選

びいただいた事業に活用させていただきます。 
  

単身者の場合 夫婦、子　2人の場合
給与収入 寄附金額目安 給与収入 寄附金額目安

300万円 31,000円 300万円 4,000円

400万円 46,000円 400万円 17,000円

500万円 67,000円 500万円 33,000円

600万円 84,000円 600万円 53,000円

700万円 118,000円 700万円 75,000円

800万円 141,000円 800万円 109,000円

900万円 164,000円 900万円 132,000円

1,000万円 188,000円 1,000万円 157,000円

1,500万円 394,000円 1,500万円 355,000円

2,000万円 572,000円 2,000万円 532,000円

自己負担額 2,000円を超える金額が全額控除される寄附金額の

目安は右表のとおりです。

【注意】

下の表はあくまでも目安としてお考えください。

全額控除される寄附金額の目安

○寄附金控除のしくみ
（例）

所得税
約800円

住民税
約7,200円

適用下限額
約2,000円

寄附金10,000円の場合

控除額合計約8,000円
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お礼の品一覧 
 

２品お選びいただけます！ 
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－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ 
★お問い合わせ・申込窓口★ ☆お問い合わせ窓口☆ 
〒640-8585 〒102-0093 
 和歌山市小松原通一丁目１番地 東京都千代田区平河町2-6-3 

総務部総務管理局税務課 都道府県会館12階 
担当 工藤、嶋村、岡田 和歌山県東京事務所 
電話 073-441-2186(直通) 担当 宮脇 
FAX  073-423-1192 電話 03-5212-9057 

E-mail:furusato-ouen@pref.wakayama.lg.jp   FAX  03-5212-9059 
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イベント情報(７月１１日～８月１０日) 

 

期間 行事名 場所 問い合わせ先 

7/14～ 

8/25 
くじらに出会える海水浴場 太地町・くじら浜海水浴場 太地町産業建設課 

0735-59-2335  

7/14 扇立祭 新宮市・熊野速玉大社 熊野速玉大社 

0735-22-2533 

7/14 那智の火祭 那智の田楽 那智勝浦町・熊野那智大社 熊野那智大社 

0735-55-0321 

7/16､23 

8/6､13､

20 

ｷｬﾝﾄﾞﾙｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ 2016 白浜町・白良浜 白浜温泉旅館協同組合 

0739-42-2215 

7/24 港まつり花火大会 和歌山市・和歌山港 港まつり実行委員会 

073-432-3116 

7/23 

7/24 
河内祭の御舟行事 串本町・河内神社 古座観光協会 

0735-72-0645 

7/24 

7/25 
天神祭 和歌山市・和歌浦天満宮 和歌浦天満宮 

073-444-4769 

7/30 熊野古道清姫まつり 田辺市・真砂河原 中辺路観光協会 

0739-64-1470 

7/30 

7/31 
粉河祭 紀の川市・ 

粉河とんまか通り 
粉河祭保存会 

0736-77-2511 

7/26 日前宮薪能 和歌山市・ 
日前神宮國懸神宮 

日前神宮國懸神宮 

073-471-3730 

7/31 

8/6､7 

おどるんや 
紀州よさこい祭り 和歌山市内各所 NPO 紀州お祭り 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 073-426-4424 

7/30 白浜花火フェスティバル 白浜町・白良浜 白浜観光協会 

0739-43-5511 

7/30 

7/31 
茅輪祭 和歌山市・伊太祁曽神社 伊太祁曽神社 

073-478-0006 

8/6 紀州おどり ぶんだら節 和歌山市・和歌山城周辺 紀州おどり実行委員会 

073-435-1234  

8/9 千日詣 和歌山市・紀三井寺 紀三井寺 

073-444-1002 

 

 

 

 

 

 

串本町 河内祭の御舟行事 
（国指定重要無形民俗文化財） 

 
平成２８年度日本文化遺産に熊野灘の捕

鯨文化に関するストーリー「鯨とともに生

きる」が認定されました。 
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自然・風物情報(７月中旬～８月上旬) 

 

時期 自然・風物名 場所 問い合わせ先 

7 月中旬 ハマボウ開花 御坊市・日高川河口南部 御坊市商工振興課 

0738-23-5531 

7 月中旬 ハス開花 岩出市・ 
植物公園緑花センター 

植物公園緑花センター 

0736-62-4029 

7 月中旬 ブルーベリー狩り かつらぎ町・観光農園 かつらぎ町産業観光課 

0736-22-0300 

7 月下旬 真夏にアジサイ満開 かつらぎ町・ 
花園あじさい園 

花園生産物直売所 

0737-26-0888 

7 月下旬 ボウズハゼの滝登り 古座川町・滝ノ拝 古座川町産業建設課 

0735-72-0180 

7 月下旬 梅の天日干しはじまる みなべ町各地 ＪＡみなべいなみ梅部会 

0739-72-1174 

8 月上旬 サルスベリ咲く 田辺市・新庄町 田辺市管理課 

0739-26-9966 

 
 
 
 

 
  

 御坊市には全国でも５本の指に入るハマボ

ウの群生地があります。 
 日高川河口付近の干潟に生息し、7 月初旬頃

から干潟一面に黄色い花を咲かせます。 
  秋になれば徐々に紅葉し始め、水面が紅く

染まります。 
（ハマボウ） 
 アオイ科の低木で高さ 3～5 メートル。 
 クレープのような質感の 5 弁の花はハイビス

カスやフヨウの花に似ています。 
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～編集後記～ 

 

今年の梅雨は、活発な梅雨前線の影響により本当によく雨が降ります。皆さんの

お住まいの地域はいかがでしょうか。 

地震に見舞われた九州では、大雨による被害が追い打ちをかけるなど、痛々しい

状況が続いています。復旧にいたる道のりは険しさを増しており、県では今後も熊

本県に対して職員派遣や義援金など支援を継続します。 

さて、公職選挙法の改正により、今回の参議院選挙から１８歳での投票が可能と

なりました。社会経験の少ない高校生なども対象となることから、如何にして興味

を持ってもらうか、自分のこととして考えてもらうか、さらには、冒頭の知事メッ

セージにもありますように教師の政治的思想を押しつけていないかなど、工夫を凝

らした啓発活動が必要となっています。 

また、世界に目を向けますと、英国のＥＵからの脱退という非常に大きなニュー

スがありました。脱退に至ったのは、国民投票の結果からですが、テレビのニュー

スなどで投票された方が「自分は安易に考えて投票してしまった。投票は間違って

いた。」との報道がありました。 

こうした発言のないよう、投票はよく考えて後悔しないことが大切であることも

啓発することが重要であると改めて思ったところです。 

これから暑さが増して参ります。くれぐれも体調にはお気をつけください。 

 

  知事室秘書課長  中村 一人 

 
 

 
 和歌山だよりに対するご意見・ご感想をお聞かせください。また、皆様がお持ちの和歌
山に関する情報をご提供ください。今後、皆様のお声を紙面づくりに活かしていきたいと
考えています。 
 （下記のＦＡＸ（様式自由）、Ｅ-Mail 等でお願いします。） 

  ■FAX 073-422-4032 

  ■E-mail e0001003@pref.wakayama.lg.jp 
 

  和 歌 山 県 の ホ ー ム ペ ー ジ    http://www.pref.wakayama.lg.jp/   

ふるさと和歌山応援ｻｲﾄ httｐ://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/furusato/   

                   2016 年（平成 28 年）７月 NO.９９ 
   *個人情報につきましては、「和歌山だより」       和歌山県 秘書課 

     の発行以外の目的には、使用いたしません。       〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通１－１ 

                      TEL 073-441-2022 

★「和歌山だより」Ｗeｂ版を和歌山県ホームページにアップしています。Ｗeｂ版

ならではの美しい画面を楽しんでいただけますので是非御覧ください。 


